
○今、何故、同窓会の法人化が必要なのか？
福井大学医学部同窓会も今年で会員数が４，０００人を

超えた大きな団体となりました。また、昨年は、高エ
ネ研に１，０００万円、福井大学基金に３００万円を寄附し、
それでも現在、近い将来のための繰り越し金としてか
なりの額を有しています。これまで任意団体として規
約を作り、幹事会などで運営してきましたが、このガ
バナンスに対しても、より厳密に、つまり法律に則っ
た運営が求められています。昨年（２０１５年）第１４回白
翁会の総会においても、ガバナンスや寄附金の決定過
程など、意思決定過程の透明化と法人化が話し合われ、
その後の幹事会でも、法人化のメリット・デメリット
について議論してきました。

メリットとして、
①個人や任意団体よりも社会的信用力が高まる
②同窓会として銀行口座を持つことができる
③所得税や相続税など個人所得とみなされるリス

クが回避できる
④法人からの寄附対象になる
⑤運営・会計報告等の第三者性が担保できる

などがあります。
一方、デメリットとして、

①設立するための費用がかかる
②運営上の手続きが煩雑（税理士事務所に委託で

きら維持費がかかる）
③法人住民税の発生

があげられました。
以上の経緯を踏まえて、会員数も増え、扱う金額も

大きくなりましたので、同窓会を法人化する方向で進
めていくことが幹事会で決定されました。

○そもそも法人化とはなんなのか？

我々の同窓会が目指しているのは「非営利型一般社
団法人」です。これについて、簡単に説明します。法
人は社団法人と財団法人がありますが、同窓会は社団
法人に当たります。また、社団法人にも、公益社団法
人と一般社団法人とがあります。これは、行政庁から
公益目的事業を行うことを主体目的とするなど一定の
基準を満たす「公益認定」を受けているかどうかで決
まります。将来的には、同窓会も公益社団法人を目指
したいところですが、現時点では、一般社団法人とい
うことになります。この一般社団法人にも、「非営利
型法人」と「非営利型法人以外」とがあります。同窓
会は「非営利型法人」を目指すことになります。

○法人化するには、いくらかかるのか？

同窓会を一般社団法人（非営利型）を設立し、維持
していく費用についてですが、設立時には、定款作成
費用５万円位、公証人役場への手数料５万円位、定款

の認証２，０００円位、設立の登記費用６万円、登記の手
数料５万円、一般社団法人の立ち上げと事業の移譲に
関する契約書作成５万円など、以上２６万２，０００円位と
見積もっています。

また、毎年かかる維持費として、法人住民税８万円、
決算書の作成５万円の１３万円位ですが、設立してから
最初の２～３年間は、法律に則った総会・理事会の開
催方法など運営指導料（コンサルタント料）８，０００円
／月を計上し、当初２～３年間は２３万円位と考えてい
ます。

○どんなことをするのか？

「一般社団法人 福井大学医学部同窓会 白翁会」
を設立して、現在の同窓会の事業を移譲するという形
になります。そのためには、会員全員の同意が必要と
なります。また、一般社団法人の運営を規定する「定
款」の作成が重要です。現在検討中の定款案を掲載さ
せていただきます。長いですが、重要と思われるとこ
ろは下線部のところです。代議員を約２００名に１名の
割で選出し、代議員会を構成します。代議員会で理事・
監事を選出します。つまり、代議員会（今までの２年
ごとの総会に相当）が国会にあたり、理事会が内閣に
あたるものです。今後検討していくことは、役員の任
期や代議員の選出方法（案では選挙）を決める必要が
あります。これに関しては、会員の皆さまの意見を広
く取りいれたいと思っています。一般社団法人化に関
して、ご意見やご質問があれば、fukui_hakuoukai@ya-
hoo.jp まで、問い合わせていただきたいと思います。

今後は、西本支部会や東日本支部会などでも法人化
の案内と質疑応答を通して理解を深めていただき、来
年（２０１７年）夏の同窓会総会で決定したいと思ってお
ります。

（文責 法木左近）

――――― 同窓会「白翁会」の法人化に向けて ―――――
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一般社団法人白翁会 定款（案）

第１章 総 則
（名 称）
第１条 この法人（以下「本会」という。）

は、一般社団法人白翁会と称する。
（事務所）
第２条 本会は、主たる事務所を福井県吉

田郡永平寺町に置く。

第２章 目的及び事業
（目 的）
第３条 本会は、会員相互の親睦及び会員

の福祉の向上を図り、及び国立大学法人
福井大学医学部の発展を支援することに
より、医学の健全な発達に寄与すること
を目的とする。

（事 業）
第４条 本会は、前条の目的を達成するた

め、次の事業を行う。
�会員の相互支援、交流、連絡その他会

員の利益を図る事業
�会員の福利厚生に関する事業
�会報及び会員名簿の発行に関する事業
�会員又は医学に係る各種会合を開催す

る事業
�医学に関する調査、研究の奨励事業
�医学の健全な発達の促進のための事業
�災害時における会員相互の支援のため

の事業
	その他本会の目的を達成するために必

要な事業
２ 前項各号の事業は、福井県において行

うものとする。

第３章 会 員
（法人の構成員）
第５条 本会は、次に掲げる者をもって構

成する。
�正会員 福井大学医学部を卒業した

者
�特別会員 正会員以外の者で福井大学

の教官（学長、副学長）及
びその職にあったもの

２ 前項の会員のうち概ね正会員２００人の
中から１人の割合をもって選出される代
議員をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律（以下「一般法人法」
という。）上の社員とする。

３ 代議員を選出するため、正会員による
代議員選挙を行う。代議員選挙を行うた
めに必要な細則は理事会において定める。

４ 代議員は、正会員の中から選ばれるこ
とを要する。正会員は、前項の代議員選
挙に立候補することができる。ただし、
会費納入の延滞が５年以上無いこと。

５ 第３項の代議員選挙において、正会員
は他の正会員と等しく代議員を選挙する
権利を有する。ただし、会費納入の延滞
が５年以上無いこと。

６ 第３項の代議員選挙は、２年に１度、
３月に実施することとし、代議員の任期
は、選出の２年以内に実施される代議員
選挙終了の時までとする。ただし、代議
員が社員総会決議取消しの訴え、解散の
訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の
訴え（一般法人法第２６６条第１項、第２６８
条、第２７８条及び第２８４条）を提起してい
る場合（一般法人法第２７８条第１項に規
定する訴えの提起の請求をしている場合
を含む。）には、当該訴訟が終結するまで
の間、当該代議員は社員たる地位を失わ
ない（当該代議員は、役員の選任及び解

任（一般法人法第６３条及び第７０条）並び
に定款変更（一般法人法第１４６条）につ
いての議決権を有しないこととする）。

７ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数
を欠くこととなる場合に備えて補欠の代
議員を選挙することができる。補欠の代
議員の任期は、任期の満了前に退任した
代議員の任期の満了する時までとする。

８ 補欠の代議員を選挙する場合には、次
に掲げる事項も併せて決定しなければな
らない。
�当該候補者が補欠の代議員である旨
�当該候補者を１人又は２人以上の特定

の代議員の補欠の代議員として選任す
るときは、その旨及び当該特定の代議
員の氏名
�同一の代議員（２人以上の代議員の補

欠として選任した場合にあっては、当
該２人以上の代議員）につき２人以上
の補欠の代議員を選任するときは、当
該補欠の代議員相互間の優先順位

９ 第７項の補欠の代議員の選任に係る決
議が効力を有する期間は、当該決議後２
年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時社員総会の終結の時ま
でとする。

１０ 正会員は、一般法人法に規定された次
に掲げる社員の権利を、社員と同様に当
法人に対して行使することができる。
�一般法人法第１４条第２項の権利（定款

の閲覧等）
�一般法人法第３２条第２項の権利（社員

名簿の閲覧等）
�一般法人法第５７条第４項の権利（社員

総会の議事録の閲覧等）
�一般法人法第５０条第６項の権利（社員

の代理権証明書面等の閲覧等）
�一般法人法第５１条第４項及び第５２条第

５項の権利（議決権行使書面の閲覧
等）
�一般法人法第１２９条第３項の権利（計

算書類等の閲覧等）
�一般法人法第２２９条第２項の権利（清

算法人の貸借対照表等の閲覧等）
	一般法人法第２４６条第３項、第２５０条第

３項及び第２５６条第３項の権利（合併
契約等の閲覧等）

１１ 理事又は監事は、その任務を怠ったと
きは、本会に対し、これによって生じた
損害を賠償する責任を負い、一般法人法
第１１２条の規定にかかわらず、この責任
は、すべての正会員の同意がなければ、
免除することができない。

（会員の資格の取得）
第６条 本会の会員には卒業と当時に２か

年分の会費を納入することによりなる。
（経費の負担）会費のこと
第７条 会員は、本会の事業活動に経常的

に生じる費用に充てるため、会員になっ
た時及び毎年、社員総会において別に定
める額を支払う義務を負う。

（退 会）
第８条 会員は、理事会において別に定め

る退会届を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。

（除 名）
第９条 会員が次のいずれかに該当するに

至ったときは、社員総会の決議によって
当該会員を除名することができる。
�この定款その他の規則に違反したとき。
�本会の名誉を傷つけ、又は目的に反す

る行為をしたとき。
�その他除名すべき正当な事由があると

き。

（会員資格の喪失）
第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次

のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
�第７条の支払義務を履行しなかったと

き。
�総代議員が同意したとき。
�当該会員が死亡したとき。

第４章 社員総会
（構 成）
第１１条 社員総会（以下「総会」という。）

は、すべての代議員をもって構成する。
２ 前項の総会をもって一般法人法上の社

員総会とする。
（権 限）
第１２条 総会は、次の事項について決議す

る。
�会員の除名
�理事及び監事の選任又は解任
�理事及び監事の報酬等の額
�貸借対照表及び正味財産増減計算書の

承認
�定款の変更
�解散及び残余財産の処分
�理事会において総会に付議した事項
	その他総会で決議するものとして法令

又はこの定款で定められた事項
（開 催）
第１３条 総会は、定時総会として毎事業年

度終了後３箇月以内に１回開催する。
２ 臨時総会は、必要に応じ随時開催する。
（招 集）
第１４条 総会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、理事会の決議に基づき会長
が招集する。

２ 総代議員の議決権の１０分の１以上の議
決権を有する代議員は、会長に対し、総
会の目的である事項及び招集の理由を示
して、総会の招集を請求することができ
る。

（議 長）
第１５条 総会の議長は、当該総会において

出席した代議員の中から選出する。
（議決権）
第１６条 総会における議決権は、代議員１

名につき１個とする。
（決 議）
第１７条 総会の決議は、総代議員の議決権

の過半数を有する代議員が出席し、出席
した当該代議員の議決権の過半数をもっ
て行う。（委任状は認められる）

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、
総代議員の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行う。
�会員の除名
�監事の解任
�定款の変更
�解散
�その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議す
るに際しては、候補者ごとに第１項の決
議を行わなければならない。理事又は監
事の候補者の合計数が第１９条に定める定
数を上回る場合には、過半数の賛成を得
た候補者の中から得票数の多い順に定数
の枠に達するまでの者を選任することと
する。

（議事録）
第１８条 総会の議事については、法令で定

めるところにより、議事録を作成する。
２ 議長及び総会において選任された議事

録署名人２名は、前項の議事録に署名又
は記名押印する。



第５章 役員
（役員の設置）
第１９条 本会に、次の役員を置く。
�理事 ３名以上３０名以内
�監事 ２名以内

２ 理事のうち１名を会長、３名以内を副
会長、２０名以内を常任理事とする。

３ 前項の会長をもって一般法人法上の代
表理事とし、副会長及び常任理事をもっ
て一般法人法上の業務執行理事とする。

（役員の選任）
第２０条 理事及び監事は、総会の決議によ

って選任する。
２ 会長及び副会長は、理事会の決議によ

って理事の中から選定する。この場合に
おいて、理事会は、総会の決議により会
長候補者を選出し、理事会において当該
候補者を選定する方法によることができ
る。

（役員の就任制限）
第２１条 本会の理事は、各理事について、

当該理事及びその配偶者又は３親等以内
の親族その他の当該理事と特殊の関係に
ある理事の合計数が、理事の総数の３分
の１を超えるものであってはならない。

（理事の職務及び権限）
第２２条 理事は、理事会を構成し、法令及

びこの定款で定めるところにより、職務
を執行する。

２ 会長は、法令及びこの定款で定めると
ころにより、本会を代表し、その業務を
執行する。

３ 副会長は、会長を補佐し、理事会にお
いて定めるところにより、本会の業務を
分担執行する。

４ 会長、副会長及び常任理事は、毎事業
年度に４箇月を超える間隔で２回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告
しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第２３条 監事は、理事の職務の執行を監査

し、法令で定めるところにより、監査報
告を作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に
対して事業の報告を求め、本会の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）
第２４条 理事の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時総会の終結の時までとする。（再
任は何度でよい）

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時までとする。

３ 補欠として選任された理事又は監事の
任期は、前任者の任期の満了する時まで
とする。

４ 理事又は監事は、第１９条に定める定数
に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任さ
れた者が就任するまで、なお理事又は監
事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第２５条 理事及び監事が、次のいずれかに

該当するときは、総会の決議によって解
任することができる。
�職務上の義務に違反し、又は職務を怠

ったとき。
�心身の故障のため、職務の執行に支障

があり、又はこれに堪えないとき。
（役員の報酬）
第２６条 理事及び監事に対して、総会にお

いて別に定める報酬支給基準に従って算
定した額を、報酬等として支給すること
ができる。

第６章 理事会
（構 成）
第２７条 本会に理事会を置く。
２ 理事会は、すべての理事をもって構成

する。
（権 限）
第２８条 理事会は、次の職務を行う。
�本会の業務執行の決定
�理事の職務の執行の監督
�会長、副会長及び常任理事の選定及び

解職
�その他法令又はこの定款で定められた

事項
（招 集）
第２９条 理事会は、会長が招集する。
２ 会長が欠けたとき又は会長に事故ある

ときは、各理事が理事会を招集する。
（決 議）
第３０条 理事会の決議は、決議について特

別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行
う。（委任状は認められていない）

２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法
第９６条の要件を満たしたときは、理事会
の決議があったものとみなす。

（議事録）
第３１条 理事会の議事については、法令で

定めるところにより、議事録を作成する。
２ 出席した会長及び監事は、前項の議事

録に署名又は記名押印する。

第７章 事務局
（事務局）
第３２条 本会の事務を処理するため、事務

局を設ける。
２ 会長は、事務局に事務局長その他必要

な職員を置くことができる。ただし、重
要な職員の任免については、理事会の承
認を受けなければならない。

３ 事務局の組織及び運営等に関し必要な
事項は、理事会において別に定める。

第９章 支部
（部 会）
第３３条 本会の事業運営を推進するために、

理事会の決議により支部を設置すること
ができる。

２ 前項の支部の部員は、本会の会員でな
ければならない。

３ 支部に支部長を置く。
４ 支部に関し必要な事項は、理事会の決

議により別に定める。

第１０章 資産及び会計
（事業年度）
第３４条 本会の事業年度は、毎年４月１日

に始まり翌年３月３１日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
第３５条 本会の事業計画書及び収支予算書

については、毎事業年度の開始の日の前
日までに会長が作成し、理事会の承認を
受けなければならない。これを変更する
場合も同様とする。

２ 前項の書類については、主たる事務所
に、当該事業年度が終了するまでの間備
え置くものとする。

（事業報告及び決算）
第３６条 本会の事業報告及び決算について

は、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理
事会の承認を受けなければならない。
�事業報告
�事業報告の附属明細書
�貸借対照表
�正味財産増減計算書

�貸借対照表及び正味財産増減計算書の
附属明細書

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１
号、第３号及び第４号の書類については、
定時総会に提出し、第１号の書類につい
てはその内容を報告し、その他の書類に
ついては、承認を受けなければならない。

３ 第１項の書類のほか、監査報告を主た
る事務所に５年間備え置くとともに、定
款及び会員名簿を主たる事務所に備え置
くものとする。

（剰余金の分配）
第３７条 本会は、剰余金の分配を行うこと

ができない。

第１１章 定款の変更及び解散
（定款の変更）
第３８条 この定款は、総会の決議によって

変更することができる。
（解散）
第３９条 本会は、総会の決議その他法令で

定められた事由により解散する。
（残余財産の帰属）
第４０条 本会が清算する場合において有す

る残余財産は、総会の決議を経て、国若
しくは地方公共団体、公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律第５
条第１７号に掲げる法人又はその目的と類
似の目的を有する他の一般社団法人若し
くは一般財団法人に贈与するものとする。

第１２章 公告の方法
（公告の方法）
第４１条 本会の公告は、主たる事務所の公

衆の見やすい場所に掲示する方法により
行う。

２ 事故その他やむを得ない事由により、
電子公告によることができない場合には、
官報に掲載する方法による。

第１３章 附 則
（最初の事業年度）
第４２条 本会の設立初年度の事業年度は、

本会の成立の日から平成３０年３月３１日ま
でとする。

（設立時の役員）
第４３条 本会の設立時の理事及び監事は、

次のとおりとする。
理事 ○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○ ○○○○
○○○○ ○○○○ ○○○○
○○○○

監事 ○○○○ ○○○○
（設立時の会長及び副会長）
第４４条 本会の設立時の会長及び副会長は、

次のとおりとする。
会 長 ○○○○
副 会 長 ○○○○ ○○○○
常任理事 ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○
（設立時社員の氏名及び住所）
第４５条 本会の設立時社員の氏名及び住所

は、次のとおりとする。
福井市○○○○

設立時社員 ○○○○
福井市○○○○

設立時社員 ○○○○
福井県吉田郡永平寺町○○○○

設立時社員 ○○○○
（法令の準拠）
第４６条 本定款に定めのない事項は、すべ

て一般法人法その他の法令に従う。
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